
広告 スマホ料金はJ:COMなら1ギガ月額980円から。他のJ:COMサービス利用中なら無料で5ギガに増量！☎0120－938－362（9：00～18：00）
　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP暮らし
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犬を飼っている方の義務です
飼い犬の登録と狂犬病予防
注射

■飼い犬の登録
飼い犬の登録をしていない方は、問合せ先で登

録が必要です。また、登録内容に変更があった場
合や、犬が死亡したときなどは、必ず届出をして
ください。なお、今年6月以降にマイクロチップを
装着して登録機関に情報登録を済ませた犬の場合
は、区への申請は不要です。
■狂犬病予防注射
今年度の飼い犬への狂犬病予防注射がまだ済ん

でいない方は、早めに動物病院で済ませ、証明書
を問合せ先にお持ちください。狂犬病予防注射済
票を交付します。
[費用] ▼飼い犬の登録手数料＝3000円　 ▼狂犬
病予防注射済票交付手数料＝550円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]生活衛生課生活環境係(区役
所5階)☎5608－6939　＊内容の詳
細は区ホームページを参照

使用料が半額になります
錦糸町駅南口機械式自転車
駐車場

8月から、錦糸町駅南口機械式自転車駐車場
(江東橋2－18－6先)の月額使用料が半額になり
ます。ぜひ、ご利用ください。なお、利用に当たっ
ては、事前に自転車が機械式自転車駐車場を利用

自宅に相談員が訪問します
高齢者のみまもり相談

区内在住で65歳以上の方が住み慣れた地域で安
心して生活できるよう、区が委託している「高齢者み
まもり相談室」の相談員が自宅を訪問し、体調や生活
での困りごと等を伺います。また、必要に応じて高齢
者福祉サービスや介護保険サービス、地域活動の紹
介等も行っていますので、訪問の際にお尋ねください。
[問合せ] ▼ 高齢者福祉課地域支援係☎5608－
6170・℻  5608－6404　 ▼各高齢者
みまもり相談室　＊問合せ先の詳細は
区ホームページを参照

可能か確認(車検)を受ける必要があります。
[車検場所／車検受け付け時間]錦糸町駅南口地
下自転車駐車場(江東橋3－14－4先)／午前8
時～午後8時 [利用登録方法]随時、 ▼オンライン
申請＝申請用ホームページ( https://www.
sumida-churinjo.jp)からマイページ登録後、必
要事項を入力して送信　 ▼郵送申請＝申請書を芝
園開発株式会社(〒120－0034足立区千住3－
66－16)へ　＊申請書は錦糸町駅南口地下自転
車駐車場、土木管理課（区役所10階）で配布してい
るほか、下記コールセンターへ問い合わせること
で取り寄せ可 [問合せ] ▼申請について＝芝園開
発株式会社コールセンター☎050－2018－
2535　＊受け付けは午前8時半～午後
5時半　 ▼その他＝土木管理課交通安
全担当☎5608－6203
■錦糸町駅南口機械式自転車駐車場の使用料

対象 現行 8月以降
区内在住在勤在学
の方

一般 2000円 1000円
学生 1400円 700円

上記以外の方 一般 2500円 1250円
学生 1700円 850円

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください
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[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191
＊新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照

墨田区後遺症相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
後遺症にお悩みの方の相談先

＊新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについ
ても相談可　＊混雑時は電話がつながりにくい場合あり　＊診
察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームページで閲覧可

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)
墨田区発熱・コロナ相談センター☎5608－1443

24時間対応(土・日曜日、祝日を含む)

東京都発熱相談センター
☎5320－4592または☎6258－5780

診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。
かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合

必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。
かかりつけ医がいる場合

発熱などの症状がある方の相談先
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a a a a ☎0570－550－571
午前9時～午後10時(土・日曜日、祝日を含む)
　　 ℻  5388－1396

 相談票に記入のうえ、送信

ナビダイヤル

聴覚障害のある方
相談票

厚生労働省「新型コロナウイルス
感染症に関する電話相談窓口」
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フリーダイヤル

一般的な相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、
心配な症状が出たときの対応など

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談来所相談
は行っていません。は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、7月11日時点のものです

新型コロナワクチン
4回目接種予約枠空き情報
　現在実施中の4回目新型コロナワ
クチン接種の予約枠に空きがありま
す(8月末までのファイザー製ワクチ
ン・武田／モデルナ製ワクチン)。
[接種対象者]3回目接種後5か月が
経過している ▼60歳以上の方　 ▼18
歳～59歳の方で、基礎疾患を有する
方や、新型コロナウイルス感染症の重
症化リスクが高いと医師が認める方
[予約方法]事前に墨田区コロナワク
チン接種問い合わせダイヤル(コールセ
ンター)☎0120－714－587へ　＊受
け付けは午前8時半～午後5時15分
(土・日曜日、祝日を含む)　＊墨田区
専用予約システムからも申込可　＊詳
細は区ホームページを参照
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　新型コロナウイルス感染症の影響で生活資金に
お困りの方に向けた特例貸付けを、無利子で行っ
ています。申請は郵送で受け付けます。詳細は墨田
区社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
[申込み]墨田区社会福祉協議会☎3614－3902
(〒131－0032東向島2－17－14) ＊月曜日～
金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

申請期限は8月31日まで！
「福祉資金 緊急小口資金」

「総合支援資金 生活支援費」特例貸付け 　新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮し、、左
記の各特例貸付けを終了等により利用できない世帯へ、
就労による自立または、それが困難な場合には円滑に生
活保護の受給につなげるため、一定期間支援金を支給
(再支給)します。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金担当☎5608－1254　＊月曜日～金
曜日の午前8時半～午後5時15分(祝日を除く)

申請期限は8月31日まで！
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失っ
た、または失いかねない方に一定期間、求職活動を
条件に家賃相当額(上限あり)を支給します。また、
受給を終了した方も、再申請ができます(解雇され
た方で対象となる方は期限が過ぎても申請可)。詳細
は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
[問合せ]くらし・しごと相談室すみだ(区役所
3階・生活福祉課受付窓口)☎5608－6289

受給終了後の再申請期限は8月31日まで！
住居確保給付金

墨田区国民健康保険墨田区国民健康保険またはまたは東京都後期高齢者医療制度東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新
型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が
疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、
傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスを除く)。詳細は各ホーム
ページをご覧ください。
[問合せ] ▼墨田区国民健康保険の被保険者＝国保年金課こくほ給付係☎5608－
6123　 ▼東京都後期高齢者医療制度の被保険者＝広域連合
お問合せセンター☎0570－086－519・℻0570－086－075　
＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日を除く） 区HP 広域連合HP

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の方ヘ
子育て世帯生活支援追加支援事業
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の対象の方

へ、児童1人につき10kgのお米を提供します。対象となる
方へ順次、案内を送付しますので、ご確認ください。詳細
は区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
[問合せ] ▼子育て世帯生活支援追加支援事業コールセンター☎5408－
1016　 ▼子育て支援課児童手当・医療助成係☎5608－6160
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